
令和５(2023)年度第１回栃木県障害者差別解消推進委員会 次第 

 
日時：令和５（2023）年６月 16 日（金）14:00 から 

場所：栃木県庁舎本館６階大会議室１         

             

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ  

 

３ 議 題 

 

（１）令和４(2022)年度における障害者差別解消の取組実績について 

 

（２）令和５(2023)年度における障害者差別解消の取組について 

 

（３）改正障害者差別解消法への対応について 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 
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No. 所属等 委員名 備考

1 国際医療福祉大学 畦上　恭彦 委員長

2
栃木県スクールカウンセラー
（元宇都宮共和大学 教授）

土沢　　薫

3 皐月法律事務所 荘司　円香 欠席

4 (一財)栃木県身体障害者福祉会連合会 前田　則隆

5 (一社)栃木県視覚障害者福祉協会 加藤　範義

6 栃木県聴覚障害者福祉連合会 稲川　和彦

7 栃木県心身障害児者親の会連合会 三品　朋子

8 栃木県精神保健福祉会 前野　澄子

9 栃木県自閉症協会 宮下　陽子

10 とちぎ高次脳機能障害友の会 袖山　寿美江

11 栃木県難病団体連絡協議会 玉木　朝子

12 栃木障がいフォーラム 村上　八郎

13 (特非)栃木県障害者施設・事業協会 髙澤　茂夫

14 とちぎ障がい者相談支援専門員協会 笹﨑　明久

15 (福)栃木県社会福祉協議会 篠﨑　和男

16 （地独）栃木県立リハビリテーションセンター 星野　雄一 副委員長

17 （一財）栃木県精神衛生協会 前沢　孝通

18 （一社）栃木県医師会 依田　祐輔

19 （一社）栃木県商工会議所連合会 金子　和彦

20 (一社)栃木県バス協会 小矢島　応行

21
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
栃木障害者職業センター

竹下　純

22 栃木労働局 髙野　浩二 新任

23 栃木県市長会 佐々木　洋友 欠席

24 栃木県町村会 舘野　宏久 新任、欠席

25 栃木県特別支援学校教育振興会 野原　辰男 新任、欠席

26 栃木県PTA連合会 揚石　達也 新任

27 栃木県民生委員児童委員協議会 宮地　ゆみ 新任、欠席

28 (株)下野新聞社 中野　勲 新任

29 公募委員 吉田　志麻
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令和４(2022)年度における県の障害者差別解消の取組実績について 

 

１ 県民意識の調査（条例第４条） 

(1) とちぎネットアンケートの実施 

県民の意識やニーズを把握し、県政に反映させるため、インターネットを活用してアンケー

トを実施【広報課所管】。 

○ 障害を理由とする差別や偏見はあると思うか。 

・あると思う：61.6%（R2:63.8%） 

・ないと思う：38.4%（R2:36.2%） 

(2) 県政世論調査の実施 

県民の意識やニーズを把握し県政に反映させるため、郵送により、県内在住の満 18歳以上の

男女 2,000 人（無作為抽出）を対象としてアンケートを実施【広報課所管】。 

○ 障害者から困っていることを伝えられたときやヘルプマークの携帯者を見かけたときの行

動や気持ち。 

・自分から進んで声をかけて、配慮が必要か確認する：13.5%（R元:20.1%） 

・当事者から求めがあれば、自分にできる範囲で配慮を提供する：61.8%（R元:62.5%） 

・困っている障害者やヘルプマークを見かけることはない：16.3%（R元:8.3%） 

 

２ 相談支援（条例第８条、14 条）※詳細は別紙１参照 

  栃木県権利擁護センターにおいて、障害者差別に関する相談支援を実施。 

  ・実施件数 52 件（延べ相談回数 170 回） 

 （参考）市町における相談実績 

  ・相談実績あり ４市町、実施件数 ５件（相談件数をカウントしている市町の件数） 

 

３ 普及・啓発（条例第９条） 

(1) 県政出前講座 

引き続き、出前講座において障害者差別解消に係る啓発を実施。 

・実施回数 12 回（延べ参加人数 487 人） 

・主な説明の対象 障害者関係事業所、企業、病院、行政職員等 

 (2) 障害のある方への差別解消に関する相談対応事例集の作成 

市町や団体に対し障害者差別に関する相談事例の情報共有を行い、相談事案の解決が円滑

に図られるよう支援するため「障害のある方への差別解消に関する相談対応事例集」を作

成。 

 

４ 知事表彰（条例第 10 条）※詳細は別紙２参照 

  県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生社会とちぎづくり表彰」

を実施（コロナ禍のため表彰式は実施せず、受賞者は個別に訪問して表彰）。 

  ・障害者差別解消部門 ：１件 

・障害者の工賃向上部門：４件 

・ナイスハート部門  ：１件 
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５ 合理的配慮の推進（条例第 13条） 

(1) 来庁者への対応 

・代読・代筆・筆談等による対応が可能なことを明示、車椅子スペースの確保 

(2) 情報保障 

・県主催の会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を配置し、点字版資料を作成 

(3) 県政情報の発信・通知 

・問合せ欄には、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスを掲載 

   ・チラシ等には、可能な限り音声コードを添付 

(4)ヘルプマークの普及啓発 

・ 映画スクリーン広告（シネアド）の実施（動画タイトル：♡（きもち）を＋（プラス）ヘルプマーク） 

   R2 年度に作成したショートバージョン（15 秒）、フルバージョン（30 秒）の動画を、県内

映画館６箇所において広告として上映し、マークの趣旨の理解促進を図った。 

・ ポスター作成 

    現在、市町や包括連携協定を締結している民間企業等にて掲示しているポスターを、県内の

就労継続支援事業所に委託することにより増刷した。 

 

６ その他 

障害者コミュニケーション条例に基づく主な取組 

(1)  普及・啓発（条例第９条） 

○ 条例周知チラシ、リーフレットの作成・配布 

・チラシ:5,000 部、リーフレット：5,075 部 

・配布先：障害者団体、市町、県立学校等 

○ 条例制定記念シンポジウムの開催 

・R4.12.4 とちぎ健康の森講堂にて実施：参加者 104 名 

(2) 災害関係（条例第 13 条） 

・災害対応マニュアル（障害者向け、支援者向け）を作成し、県ホームページにおいて公開

（テキストファイル含む）。 
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1

2

令和４(2022)年度における県及び市町の障害者差別解消の相談状況等について

１　相談件数

福祉サービス 医療 教育 不動産取引  商品・サービス
合計

(のべ回数)

公共的施設
・公共交通

33

(120)

労働 行政 その他

R元 1 2 1 4

1 1 2 2

4 3 11

24

(114)

0

8

(31)
R2 1 1 0 0

0 7 3R3 5 2 1 31

52

(170)
R4 7 2 3 0 7 8 10 11

教育

子どもの学校見学に行った保護者（盲導犬
ユーザー）が、「児童が不安になってしまう」
という理由で、校舎内に入ることができな
かった。

教育委員会、市町の相談支援専門員等と連携し、謝罪や再発防止についての
連絡を行った。

7

0

2

4

福祉サービス
事業所職員から子どもあつかいされ不快
に感じた。

事業所の相談窓口に連絡し、事業所側から謝罪と再発防止についての連絡が
あった。このことを相談者に伝え、相談を終了した。

２　主な相談事例

No. 分野 相談内容 対応結果

分野

年度

別紙１
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3

4

5

6

労働
仕事に応募したが、面接の日程調整の段
階で、聴覚障害があることが分かると、面
接を断られてしまった。

県の労働政策課と連携し、労働局への確認により、ハローワークが窓口となっ
て相談や事業所への指導を行うとのことで、その旨を相談者に伝え、相談を終
了した。

行政
聴覚障害があり、市役所等に相談をしてい
るが、質問に答えてくれないことがある。

市役所等に状況確認をするとともに相談者の要望を伝え、理解を得た。当時の
状況は、双方がマスク着用やアクリル板越しの会話など、聴覚障害のある相談
者には意思疎通が図りにくい状況であったことから、併せて合理的配慮の提供
もお願いした。
相談者に対応内容を伝え、了解を得て相談を終了した。

商品・サービス
商業施設において、障害者専用駐車場に
障害者でない方の車が駐まっており、必要
な方の車が駐められない状況である。

保健福祉課地域福祉担当と連携し、当該商業施設に連絡し、状況を確認した。
今後は、再発防止に努めるとのことで、その旨を相談者に伝え、相談を終了し
た。

No. 分野 相談内容 対応結果

公共的施設
・公共交通

旅行で県の施設を訪れた際、障害特性に
よりマスクの着用ができない子どもの入館
を拒否され、館外で待たされた。

施設を管理している担当課に情報を提供する旨を相談者に確認し、担当課及び
指定管理会社と情報共有し、研修を行い、障害のある方に寄り添った対応につ
いて助言した。
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※50音順

受賞者名 所在地 受賞理由

1
宇都宮共和大学子育て支
援研究センターTiny

宇都宮市
　障害の有無に関わらず、赤ちゃんから大人まで誰もが共に楽しめる音楽コンサートや「あそびの集い」を継続し
て開催するなど、障害者の理解促進や交流促進に貢献

受賞者名 所在地 受賞理由

1
社会福祉法人厚生会
特別養護老人ホーム穂の
香苑ほのかさろん

小山市
　平成30年から月に２回程度施設内ロビーにおいて、事業所で作られた製品（パン、クッキー、パウンドケーキ
等）の販売スペースの提供をしており、高齢者等と交流しながら販売機会の確保や工賃向上に貢献

2 株式会社さがみや 日光市
　平成18年から定期的にスーパーに陳列する野菜の袋詰めを発注しており、受注機会の確保や工賃向上に貢
献

3 株式会社秀和　佐野工場 佐野市
　平成30年から週５日程度、病院や施設等で使用されたリネン類やおしぼりを洗浄後、折りたたみ・結束・袋詰
作業等を発注しており、受注機会の確保や工賃向上に貢献

4 株式会社三ッ山羊羹本舗 日光市
　平成17年から、定期的に店舗で販売する商品の商品用箱の組立を発注しており、受注機会の確保や工賃
向上に貢献

受賞者名 所在地 受賞理由

1
有限会社マザー・コーポ
レーション

宇都宮市
　病院等で清掃作業を行う際に、事業所で作られた商品（クッキー、パウンドケーキ等）を、障害者の描いた絵
や手紙を同封して進物として利用しており、障害者就労支援施設の取組及びその商品等の普及啓発に貢献

（３）ナイスハート部門

　障害者就労支援事業所で作られた商品の販売促進を図るナイスハートバザールの開催に積極的に取り組む事業者

令和４（2022）年度 共生社会とちぎづくり表彰 受賞者一覧

（１）障害者差別解消部門
　障害及び障害者に関する理解促進や合理的配慮の浸透・定着等に取り組み、障害者差別の解消の推進について特に顕著な功績があると認められる県民、
事業者及び団体

（２）障害者の工賃向上部門

　障害者が地域において自立した生活を実現できるよう、障害者の工賃向上を推進するため、障害者就労支援事業所からの物品の調達等に積極的に取り組む
事業者

別紙２
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令和５(2023)年度における県の障害者差別解消の取組について 

 

１ 県民意識の調査（条例第４条） 

県民の意識やニーズを把握し県政に反映させるため、インターネットを活用して、月 1

回・10 問程度のとちぎネットアンケートを実施【広報課所管】。 

 

２ 相談支援（条例第８条、14 条） 

  栃木県権利擁護センターにおいて、障害者差別に関する相談支援を実施。 

 

３ 普及・啓発（条例第９条） 

(1) 県政出前講座 

引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をしていただくふれあ

い交流・体験事業を実施。 

(2) 各種広報媒体を活用した普及啓発 

   SNS 等を活用し、障害者差別解消に係る普及啓発を実施。 

 

４ 知事表彰（条例第 10 条） 

  条例第 10 条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する「共生

社会とちぎづくり表彰」を実施。 

  ○障害者差別解消部門、障害者の工賃向上部門、ナイスハート部門 

 

５ 合理的配慮の推進（条例第 13条） 

(1) 来庁者への対応 

・代読・代筆・筆談等による対応が可能なことを明示、車椅子スペースの確保 

(2) 情報保障 

・県主催の会議等に必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を配置し、点字版資料を作成 

(3) 県政情報の発信・通知 

・問合せ欄には、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスを掲載 

   ・チラシ等には、可能な限り音声コードを添付 

(4)ヘルプマークの普及啓発 

・県や市町の窓口で配布しているヘルプマークの増刷 

  ・ヘルプマーク普及のためのリーフレット増刷 

   市町や包括連携協定を締結している民間企業等にて配布。 

 

資料２ 
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改正障害者差別解消法への対応について 

R5(2023).6 障害福祉課 

１ 趣旨 

  令和３(2021)年６月に改正障害者差別解消法が公布され、令和５(2023)年３月に改正法に

基づく基本方針が改定されるとともに、改正法の施行期日を令和６(2024)年４月１日とする

政令が制定された。ついては、改正法及び改定基本方針に基づいた対応が必要である。 

 

２ 改正等の概要 ※施行期日：令和６(2024)年４月１日 

(1) 改正障害者差別解消法 

○国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 

○事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 

○障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

・障害者差別に関する相談に対応する人材の育成・確保についての責務の明確化 

・障害者差別及び解消のための取組に関する情報(事例等)の収集・整理・提供に努める 

 (2) 改定基本方針 

  ○不当な差別的取扱いの基本的な考え方への追記 

○不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供についての該当例・非該当例の記載 

○建設的対話・相互理解の重要性の追記 

○「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」の記載 

 

３ 課題等 

○「事業者による合理的配慮の提供」に係る規定 

障害者差別解消法 差別解消推進条例 

義務（第８条） 努力義務（第13条） 

   ※法により義務化されているため、条例の規定が現状のままでも、事業者においては

「合理的配慮の提供」は義務となる。 

○事業者等への更なる周知 

 ＜今後実施・継続していく取組＞ 

・「障害者差別対応指針(道しるべ)」に不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供につ

いての該当例・非該当例等を追加 

・ＨＰや県政出前講座、関係機関等と連携した周知等の実施 

 

【参考】今後のスケジュール(条例を改正する場合) 

  Ｒ５年６月   第１回差別解消推進委員会【今回】 

(R4 取組実績、R5 取組内容、改正法への対応) 

     ８月   第２回差別解消推進委員会(条例改正案) 

     ９～10 月 パブリック・コメント 

     11～12 月 県議会へ上程・審議【令和６(2024)年４月１日施行】 

  Ｒ６年１月～  条例改正の周知 
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